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■それぞれのサービスが、独立して事業として成り立つような報酬体系を検討下さい。 
 
★とりわけ、居住系サービスの単価を見直して下さい。 
 
 障がい者自立支援法で、在宅福祉サービスの基盤は着実に拡充されつつあると思います。しかし、

サービス毎の運営効率に対する適正評価としての報酬に必ずしもなっていません。 
 そこを是正して下さい。 
 
 参考資料を参照頂くとご理解頂けると思いますが、日中＞訪問＞居住の順に、経営モデルを整理

すると、現状の報酬から考えると、その運営が割り引かれた状況にあると思います。 
 
 団塊の世代が、その在宅での介護負担を担えなくなるこの数年で、とりわけ、居住系サービスを

飛躍的に増やす必要があります。「障老介護」という言葉が、無くなる報酬改正にして下さい。 
 
 
■在宅支援サービスの単独型サービス事業所が成り立つ報酬体系にして下さい。 
 
 重症心身障害者、精神・知的・発達各障がいのとりわけ行動障害のある方など、シビアな障がい

児・者は、環境適応力が弱い障がい特性があるので、より少人数の普段利用し慣れている「セカン

ドハウス」的な、小規模の事業所を利用する傾向が顕著です。 
 そういった事業所に運営効率を求めても、その必要な職員体制的に、対応が難しいです。その辺

りを報酬的に適切に配慮下さい。 
 
 
■児童の支援について、よりよい制度変化になるようにご配慮下さい。 
 
いまだ、制度の全容が見えてきませんが、児童のサービスについて、現状ある問題点を総括し、

よりよい制度になるようにご配慮下さい。 
個別対応が必要で、母子家庭などで毎日の支援が必要な子どもが、現状の児童デイでの単価で支

えられるには、限界があります。また、特別支援学校の多くが街から離れた所にある現状を考える

と、今の送迎加算では、事業所がその負担に耐えません。 
また、重症心身障害児（B型）などは、きちんとしたヒアリングに基づき、サービスの組み合わ

せ方やその報酬をきちんと考えて設定しないと、壊滅的な状況になる危惧があります。 
 
それらのことについて、特段のご配慮を下さい。 

 











＜日中活動系サービスモデルのイメージ＞ 
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